
第

六

百

三

十

二

号

令

和

七

年

十

月

二

十

一

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

四
五
七
ペ
ー
ジ

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

四
五
八

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

四
五
八

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

四
五
八

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
所
在
地
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

四
五
九

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

四
五
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

澤�
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

瑞
浪
市
益
見
町
一
―
一
二
五

令
和

七
・

九
・

一

高
山
ぶ
な
の
杜
診
療
所

高
山
市
三
福
寺
町
三
七
四
番
地
一

令
和

七
・
一
〇
・

一

り
ん
ご
の
木
こ
ど
も
ク
リ

ニ
ッ
ク

高
山
市
三
福
寺
町
三
七
四
番
地
一

同

み
の
か
も
藤
井
眼
科

美
濃
加
茂
市
新
池
町
二
丁
目
七
四

同

ぎ
ふ
糖
尿
病
・
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク
や
ま
う
ち

瑞
穂
市
馬
場
小
城
町
一
丁
目
七
一
―
一

同

か
ど
た
内
科
ハ
ー
ト
ク
リ

ニ
ッ
ク

養
老
郡
養
老
町
押
越
一
二
三
八
―
一

同

令和７年10月21日 岐 阜 県 公 報 第 632 号( 457 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日



ア
ク
ア
薬
局
赤
坂
店

大
垣
市
草
道
島
町
五
〇
九
―
二

令
和

七
・

九
・

一

Ｖ
・
ｄ
ｒ
ｕ
ｇ

高
山
三

福
寺
薬
局

高
山
市
三
福
寺
町
三
七
四
―
一

令
和

七
・
一
〇
・

一

き
ら
ら
調
剤
薬
局
倉
知
店

関
市
倉
知
字
会
所
前
八
三
〇
番
地

同

Ｖ
・
ｄ
ｒ
ｕ
ｇ

養
老
中

央
薬
局

養
老
郡
養
老
町
押
越
一
二
四
一
―
一

同

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
関
ケ
原

薬
局

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
三
〇
九

八
番
地
一

同

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
Ｒ
Ｉ
Ｂ

土
岐
市
泉
町
大
富
二

一
五
番
地
の
一
〇

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
Ｒ
Ｉ
Ｂ

土
岐
市
泉
町
大
富
二

一
五
番
地
の
一
〇

令
和�･�･�

ｗ
ｉ
ｓ
ｅ
合
同
会

社

大
垣
市
浅
草
一
丁
目

四
六
四
番
地
一
二

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ｃ
ｏ
ｌ
ｏ

ｒ

大
垣
市
浅
草
一
丁
目

四
六
四
番
地
一
二

令
和�･�･�

医
療
法
人
Ｏ
Ｒ
Ａ

Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ｓ

揖
斐
郡
池
田
町
沓
井

二
五
番
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
く
つ
い
大

垣
北

大
垣
市
赤
坂
町
新
町

一
丁
目
二
二
二
二
番

地
一

同

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

た
な
か
ハ
ー
ト
ク
リ
ニ
ッ

ク

可
児
市
今
渡
字
鳴
子
二
三
九
三
―
一

令
和

七
・

八
・
二
七

澤�
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

瑞
浪
市
益
見
町
一
―
一
二
五

令
和

七
・

八
・
三
一

渡

辺

歯

科

医

院

美
濃
加
茂
市
森
山
町
三
―
八
―
二
〇

令
和

七
・

三
・
三
一

第
一
薬
局

今
渡
店

可
児
市
今
渡
字
鳴
子
二
三
九
四
―
三

令
和

七
・

八
・
三
一

ア
ク
ア
薬
局
赤
坂
店

大
垣
市
草
道
島
町
五
〇
八
―
二

同

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。
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令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

廃

止

年
月
日

医
療
法
人

Ｏ
Ｒ

Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ｓ

揖
斐
郡
池
田
町
沓
井

二
五
番
地
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
く
つ
い

揖
斐
郡
池
田
町
沓
井

二
五
番
地
一

令
和�･�･��

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス

東
京
都
港
区
新
橋
二

丁
目
一
二
番
一
六
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ
や
め
可

児

可
児
市
川
合
五
四
三

番
一

令
和�･�･��

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
そ
の
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

変

更

年
月
日

株
式
会
社
蓮
の
郷

大
垣
市
世
安
町
一
丁

目
四
五
番
地
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
Ｓ
ｍ
ｉ
ｌ

ｅ

Ｂ
ｅ
ｅ

新

大
垣
市
世
安
町

一
丁
目
四
五
番

地
一

旧

大
垣
市
東
町
一

丁
目
八
八
番
地

一

中
村
第
八

ビ
ル

一
〇
二

令
和�･�･��

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

株

式

会

社

蓮

の

郷

大
垣
市
世
安
町
一
丁
目
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